
ユニット介護予防短期入所生活介護・短期入所生活介護　　　 （Ｒ6年8月更新）

負担限度額認定（施設入所時、ショートステイ利用時の居住費・食費の減額）

　○サービス利用料金　　＊地域単価　1単位：10.88円

介護度
（ア）　　１日

の単位
負担
割合 負担段階

第１段階 300 円 880 円 1,841 円
第２段階 600 円 880 円 2,141 円

第３段階① 1,000 円 1,370 円 3,031 円
第３段階② 1,300 円 1,370 円 3,331 円

178,537 19,838 第４段階 1,750 円 2,800 円 5,211 円

1,323 円

1,984 円

第１段階 300 円 880 円 1,998 円
第２段階 600 円 880 円 2,298 円

第３段階① 1,000 円 1,370 円 3,188 円
第３段階② 1,300 円 1,370 円 3,488 円

220,916 24,547 第４段階 1,750 円 2,800 円 5,368 円

1,636 円

2,455 円

第１段階 300 円 880 円 2,096 円
第２段階 600 円 880 円 2,396 円

第３段階① 1,000 円 1,370 円 3,286 円
第３段階② 1,300 円 1,370 円 3,586 円

247,276 27,476 第４段階 1,750 円 2,800 円 5,466 円

1,832 円

2,748 円

第１段階 300 円 880 円 2,180 円
第２段階 600 円 880 円 2,480 円

第３段階① 1,000 円 1,370 円 3,370 円
第３段階② 1,300 円 1,370 円 3,670 円

269,974 29,998 第４段階 1,750 円 2,800 円 5,550 円

2,000 円

3,000 円

第１段階 300 円 880 円 2,273 円
第２段階 600 円 880 円 2,573 円

第３段階① 1,000 円 1,370 円 3,463 円
第３段階② 1,300 円 1,370 円 3,763 円

295,002 32,779 第４段階 1,750 円 2,800 円 5,643 円

2,185 円

3,278 円

第１段階 300 円 880 円 2,360 円
第２段階 600 円 880 円 2,660 円

第３段階① 1,000 円 1,370 円 3,550 円
第３段階② 1,300 円 1,370 円 3,850 円

318,690 35,410 第４段階 1,750 円 2,800 円 5,730 円

2,361 円

3,541 円

第１段階 300 円 880 円 2,446 円
第２段階 600 円 880 円 2,746 円

第３段階① 1,000 円 1,370 円 3,636 円
第３段階② 1,300 円 1,370 円 3,936 円

341721 37,969 第４段階 1,750 円 2,800 円 5,816 円

2,531 円

3,797 円

①送迎加算　（家から施設までの送迎を行った場合）　　片道１８４単位（１９２円）

②療養食加算（医師の食事せんに基づいた食事を提供した場合）　1日２３単位（２４円）

説明同意日 ご家族様署名欄（自署もしくは記名押印）　　　

第2段階

世帯員全員及び配偶者が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入
額と非課税年金収入額の合計が80万円以下の方で、かつ　本人の預貯金等が650
万円以下（配偶者がいる場合は夫婦あわせて1,650万円以下）の方

880円 600円

第3段階①

世帯員全員及び配偶者が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入
額と非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方で、かつ　本人の預貯
金等が550万円以下（配偶者がいる場合は夫婦あわせて1,550万円以下）の方

1370円 1000円

(朝食480円・昼食690円・夕食580円・１日1750円）

利用者負担段階 対　象　者
居住費

ユニット個室
食　費

第1段階

生活保護受給者の方・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方で、
かつ本人の預貯金等が1,000万円以下（配偶者がいる場合は夫婦あわせて2,000万
円以下）の方

880円 300円

１日の居住費 １日の合計

第3段階②

	世帯員全員及び配偶者が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入
額と非課税年金収入額の合計が120万円を超える方で、かつ　本人の預貯金等が
500万円以下（配偶者がいる場合は夫婦あわせて1,500万円以下）の方

1370円 1300円

第4段階

本人が住民税課税となっている方
または　配偶者が住民税課税となっている方
または　本人が属する世帯の中に住民税課税者がいる方
または　本人の預貯金等が一定額を超える方

2800円 1750円

（イ）　加　算 （ウ）処遇改善Ⅱ(30日） １日の利用者負担

合計 6 単位 単位 ３割

１日の食費

661 円

２割 第４段階

1,750 円 2,800 円

要支
Ⅰ 529

サービス提供体制加算Ⅲ
（６） 2183

１割

6,534 円

2,800 円 5,873 円1,750 円

818 円

第４段階

円 7,005 円

2,800 円 6,186 円

合計 6 単位 単位 ３割 第４段階

２割 第４段階 1,750 円

サービス提供体制加算Ⅲ
（６） 2701

１割

1 704

看護体制加算Ⅰ（４）
サービス提供体制加算Ⅲ（６）
夜勤職員配置加算Ⅱ1（27）

3,023
１割

1,750 円 2,800

合計 37 単位 単位 ３割 第４段階

916 円

２割 第４段階

1,750 円 2,800

要支
Ⅱ 656

円 7,298 円

2,800 円 6,382 円1,750 円

1,000 円

２割 第４段階 1,750 円

2 772

看護体制加算Ⅰ（４）
サービス提供体制加算Ⅲ（６）
夜勤職員配置加算Ⅱ1（27）

3,301
１割

円 7,550 円

2,800 円 6,550 円

合計 37 単位 単位 ３割 第４段階

3 847

看護体制加算Ⅰ（４）
サービス提供体制加算Ⅲ（６）
夜勤職員配置加算Ⅱ1（27）

3,607
１割

1,750 円 2,800

合計 37 単位 単位 ３割 第４段階

1,093 円

２割 第４段階

1,750 円 2,800 円 7,828 円

2,800 円 6,735 円1,750 円

1,180 円

２割 第４段階 1,750 円

4 918

看護体制加算Ⅰ（４）
サービス提供体制加算Ⅲ（６）
夜勤職員配置加算Ⅱ1（27）

3,896
１割

円 8,091 円

2,800 円 6,911 円

合計 37 単位 単位 ３割 第４段階

5 987

看護体制加算Ⅰ（４）
サービス提供体制加算Ⅲ（６）
夜勤職員配置加算Ⅱ1（27）

4,178
１割

1,750 円 2,800

合計 37 単位 単位 ３割 第４段階

1,266 円

２割 第４段階

令和　　　　　　年　　　　　　月　　　　　日

1,750 円 2,800 円 8,347 円

2,800 円 7,081 円1,750 円


